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新
た
に
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者

福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
方
が
、
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
（
身
体
障
害
者

等
と
生
計
を
一
に
す
る
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
等
を
含
む
）
の
う
ち
、
次

の
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
、軽
自
動
車
税
の
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

昨
年
、
税
の
減
免
を
受
け
た
方
で
、
申
請
内
容
の
変
更
が
な
い
場
合
は
、

自
動
的
に
更
新
し
ま
す
の
で
、今
年
の
申
請
手
続
き
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、

買
い
換
え
な
ど
の
変
更
が
あ
る
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
本
人
運

転
で
家
族
が
所
有
し
て
い
る
車
両
、
ま
た
は
家
族
運
転
に
よ
り
減
免
を
う
け

て
い
る
車
両
は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

減
免
の
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度
（
等
級
）
が
、
障
害
の
種
類
ご
と
に
異

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
税
務
課
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

　

今
年
3
月
31
日
か
ら
新
た
に
、
平
成

24
年
度
に
整
備
を
行
っ
た
10
・
6
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
供
用
を
始
め
、
下
水
道
へ
の

接
続
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

供
用
を
始
め
た
地
域
は
、
左
の
区
域

図
で
示
し
て
い
る
北
多
久
町
内
の
荕

原
・
砂
原
地
区
お
よ
び
南
多
久
町
の
一

部
区
域
で
す
。
当
該
地
域
の
み
な
さ
ん

は
、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
下
水
道
へ

の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
下
水
道
へ
の
接
続
工
事
は
多

久
市
排
水
設
備
指
定
工
事
店
以
外
の
業

者
に
よ
る
施
工
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

軽自動車税減免の要件
①�身体障害者等が自ら運転
するもの（本人運転）

②�身体障害者等の通院・通
学のために身体障害者等
と生計を一にする者が運
転するもの（家族運転）

③�身体障害者等のみで構成
される世帯の身体障害者
等を常時介護する者が運
転するもの（常時介護者
運転）

　※�普通自動車税（県税）
の減免および福祉課が
交付している福祉タク
シー利用券との重複は
できません。

■申請の期限　 5月24日㈮

軽自動車税の減免には申請が必要です

平成24年度公共下水道整備
区域の供用（下水道の処理）
を始めました

■問い合わせ　税務課�市民税係　☎75−2126

■問い合わせ　都市計画課�下水道係
　　　　☎75−2179

みんなで多久市をきれいにしよう！

6 月 ２ 日㈰は 県内一斉
「ふるさと美化活動」の日
　昨年は、各自治会や婦人会など、
みなさんのご協力により、約3,300
人の参加のもと、市内に捨てられて
いた約 3トンものごみを回収しまし
た。清掃などの美化活動は、環境を
守るためにみんなでできる身近な活
動です。
　ぜひ、そろって美化活動にご参加
ください。

■問い合わせ　
　市民生活課�生活環境係

☎75−6117

供用（下水の処理）を始めた区域

■ 今回供用開始区域

■ すでに供用している区域

多久みず環境保全センター��

Ｈ24年度供用開始区域図


